
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

に

係

る

事

項

の

変

更

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

辞

退

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

の

指

定

長

寿

社

会

課

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

〃

○

指

定

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

〃

○

指

定

居

宅

介

護

支

援

事

業

者

の

指

定

の

取

消

し

〃

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

選

挙

権

を

有

す

る

者

の

総

数

の

五

十

分

の

一

の

選

挙

管

理

委

員

会

数

及

び

三

分

の

一

の

数

【

公

安

委

員

会

】

○

駐

車

監

視

員

資

格

者

に

係

る

講

習

の

実

施

交

通

指

導

課

岡

山

県

公

報

平成２９年１２月１５日 第１１９４９号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
に
係
る
事
項
を
変
更
し
た
医
療
機
関

名

称

変
更
事
項

変
更
前

変
更
後

変
更
年
月
日

水
島
虹
の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

医
療
機
関
の
所
在
地

倉
敷
市
水
島
南
春
日
町
一
三

一
四

倉
敷
市
水
島
南
春
日
町
一
三

一

平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
十
日

－
－

平成２９年１２月１５日　岡山県公報　第１１９４９号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

有
限
会
社
月
光
堂
薬
局

倉
敷
市
真
備
町
箭
田
四
〇
一
六

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
日

平成２９年１２月１５日　岡山県公報　第１１９４９号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

和
の
音
色

２

所
在
地

岡
山
県
玉
野
市
玉
原
二

七

三
四

－
－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

合
同
会
社
ジ
ョ
イ
ラ
イ
フ

２

所
在
地

岡
山
県
玉
野
市
玉
原
二

七

三
四

－
－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
四
〇
一
四
九
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

平成２９年１２月１５日　岡山県公報　第１１９４９号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

大
原
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所

２

所
在
地

岡
山
県
美
作
市
古
町
一
八
五
〇

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
美
作
市
社
会
福
祉
協
議
会

２

所
在
地

岡
山
県
美
作
市
江
見
二
八
〇
番
地

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
三
七
〇
〇
八
六
七

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
入
浴
介
護

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

平成２９年１２月１５日　岡山県公報　第１１９４９号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
番
田
く
ら
ぶ

２

所
在
地

岡
山
県
玉
野
市
番
田
二
九
六
六
番
地
一
三

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
オ
ク
ト
企
画

２

所
在
地

岡
山
県
岡
山
市
北
区
奉
還
町
二
丁
目
一
四
番
一
号

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
四
〇
一
二
八
七

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
予
防
通
所
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

リ
ハ
ビ
リ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
遊
久
里
つ
る
み

２

所
在
地

岡
山
県
備
前
市
鶴
海
一
五
六
一

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ
Ｏ
ｐ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ

平成２９年１２月１５日　岡山県公報　第１１９４９号



２

所
在
地

岡
山
県
備
前
市
鶴
海
字
北
浦
三
七
〇
九
番
地
二
二

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
一
一
〇
〇
六
八
〇

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
予
防
通
所
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
笑

２

所
在
地

岡
山
県
美
作
市
江
見
二
五
二

三

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

合
同
会
社
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
江
見

２

所
在
地

岡
山
県
美
作
市
江
見
二
五
二

三

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
三
七
〇
〇
七
二
七

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
予
防
通
所
介
護

平成２９年１２月１５日　岡山県公報　第１１９４９号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
の
取
消
処
分
を
行
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

渋
藤
医
院
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

２

所
在
地

岡
山
県
和
気
郡
和
気
町
父
井
原
四
三
四

一
－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

医
療
法
人
渋
藤
医
院

２

所
在
地

岡
山
県
和
気
郡
和
気
町
父
井
原
四
三
四

一

－

三

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
三
〇
〇
一
二
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援

平成２９年１２月１５日　岡山県公報　第１１９４９号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

玉
野
福
田
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

玉
野
市
奥
玉
二
丁
目
一
五
〇
〇
番
四
一
地
先
か

新

一
一
一
・
〇

ら

七
・
九
～

玉
野
市
奥
玉
二
丁
目
一
五
〇
〇
番
八
二
地
先
ま

二
〇
・
三

で玉
野
市
奥
玉
二
丁
目
一
五
〇
〇
番
四
一
地
先
か

旧

一
一
一
・
〇

ら

五
・
五
～

玉
野
市
奥
玉
二
丁
目
一
五
〇
〇
番
八
二
地
先
ま

九
・
二

で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

玉
野
福
田
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

平成２９年１２月１５日　岡山県公報　第１１９４９号



別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

新

一
〇
三
・
八

玉
野
市
奥
玉
三
丁
目
一
四
五
七
番
一
地
先
か
ら

七
・
〇
～

玉
野
市
奥
玉
三
丁
目
一
四
五
七
番
二
地
先
ま
で

四
一
・
五

旧

一
〇
三
・
八

玉
野
市
奥
玉
三
丁
目
一
四
五
七
番
一
地
先
か
ら

五
・
六
～

玉
野
市
奥
玉
三
丁
目
一
四
五
七
番
二
地
先
ま
で

九
・
四

平成２９年１２月１５日　岡山県公報　第１１９４９号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

玉
野
福
田
線

玉
野
市
奥
玉
二
丁
目
一
五
〇
〇
番
四
一
地
先
か
ら

平
成
二
十
九

玉
野
市
奥
玉
二
丁
目
一
五
〇
〇
番
八
二
地
先
ま
で

年
十
二
月
十

五
日

玉
野
市
奥
玉
三
丁
目
一
四
五
七
番
一
地
先
か
ら

玉
野
市
奥
玉
三
丁
目
一
四
五
七
番
二
地
先
ま
で

平成２９年１２月１５日　岡山県公報　第１１９４９号



〔
五
二
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
真
壁
字
市
場
一
二
四
一

一
、
一
二
四
一

一
地
先
水
路

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

倉
敷
市
沖
二
八
八

一

－

株
式
会
社
リ
ア
レ
ス
ト

代
表
取
締
役

矢
尾

浩
司

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
一
〇
号
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〔
五
二
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
真
壁
字
市
場
一
二
四
一

一
、
一
二
四
一

一
地
先
水
路

－
－

二

公
共
施
設
の
種
類

道
路
、
下
水
道

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

倉
敷
市
沖
二
八
八

一

－

株
式
会
社
リ
ア
レ
ス
ト

代
表
取
締
役

矢
尾

浩
司

五

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
一
〇
号
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

藤

原

健

補

一

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

三
一
、
八
八
八

二

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八

十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

（
地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規

）

定
す
る
場
合
を
除
く

）

二
九
九
、
二
九
五

。

三

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ

の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が

八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
）選

挙

区

数

選

挙

区

数

岡
山
市
北
区
・
加
賀
郡

八
四
、
一
八
八

高

梁

市

九
、
〇
〇
四
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岡

山

市

中

区

三
九
、
八
七
一

新

見

市

八
、
七
三
三

岡

山

市

東

区

二
六
、
七
一
二

備

前

市

・

和

気

郡

一
四
、
三
六
五

岡

山

市

南

区

四
六
、
四
四
〇

瀬

戸

内

市

一
〇
、
六
五
五

倉

敷

市

・

都

窪

郡

一
三
四
、
三
六
九

赤

磐

市

一
二
、
三
一
八

津
山
市
・
苫
田
郡
・

三
六
、
七
三
五

真

庭

市

・

真

庭

郡

一
三
、
五
二
〇

勝

田

郡

玉

野

市

一
七
、
五
〇
八

美

作

市

・

英

田

郡

八
、
五
七
九

笠

岡

市

一
四
、
二
八
〇

浅

口

市

・

浅

口

郡

一
三
、
〇
四
九

井

原

市

・

小

田

郡

一
五
、
八
四
五

久

米

郡

五
、
六
七
五

総

社

市

一
八
、
五
八
一
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
百
八
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す

る
駐
車
監
視
員
資
格
者
に
係
る
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

講
習
の
日
時
及
び
場
所

区
分

実
施
年
月
日

時

間

実

施

場

所

講
習

平
成
三
十
年
二
月

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
四

岡
山
市
北
区
御
津
中
山
四
四
四
番

十
五
日
及
び
同
月

十
五
分
ま
で

地
三

十
六
日
の
二
日
間

岡
山
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

考
査

平
成
三
十
年
二
月

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
午
前

二
十
三
日

十
一
時
三
十
分
ま
で

二

受
講
手
続

１

提
出
書
類

所
定
の
様
式
に
よ
る
受
講
申
込
書

一
通

２

提
出
先

郵
便
番
号
七
〇
〇

〇
八
二
四

－

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
駐
車
対
策
係

３

提
出
方
法

２
の
提
出
先
へ
持
参
し
、
又
は
郵
便
等
（
書
留
郵
便
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
限
る
。
以

下
同
じ

）
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

。

４

提
出
期
間

平
成
三
十
年
一
月
十
五
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
三
十
一
日
（
水
曜
日
）
ま
で
（
土
曜
日
及
び

日
曜
日
を
除
く

）
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と

。

す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
等
に
よ
る
場
合
は
、
平
成
三
十
年
一
月
三
十
一
日
（
水
曜
日
）
必
着
と
す

る
。

三

受
講
手
数
料
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二
万
円
。
受
講
申
込
書
に
岡
山
県
収
入
証
紙
を
貼
付
す
る
こ
と
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
納
付
後
は
還
付
し
な
い
。

四

修
了
考
査

１

一
の
講
習
の
受
講
を
修
了
し
た
者
を
対
象
に
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。

２

１
の
修
了
考
査
に
合
格
し
た
者
の
み
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
の
課
程
修
了
者
と
し
、
駐
車
監

視
員
資
格
者
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。

五

そ
の
他

１

代
理
受
講
は
認
め
な
い
。

２

受
講
申
込
書
を
受
理
後
、
受
講
日
等
を
指
定
し
た
受
講
票
を
送
付
す
る
。

３

四
の
１
の
修
了
考
査
に
合
格
し
た
者
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
駐
車
監
視

員
資
格
者
証
を
交
付
し
な
い
。

十
八
歳
未
満
の
者

(1)

成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
又
は
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の

(2)

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
道
路
交
通
法
第
百
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
罪
を

(3)
犯
し
て
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日

か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

集
団
的
に
、
又
は
常
習
的
に
確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
国

(4)
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
罪
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
を

行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
者

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）

(5)
第
十
二
条
若
し
く
は
第
十
二
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
同
法
第
十
二
条
の
四
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
命
令
又
は
指
示
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て

二
年
を
経
過
し
な
い
も
の

ア
ル
コ
ー
ル
、
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者

(6)

精
神
機
能
の
障
害
に
よ
り
確
認
事
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び

(7)
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
返
納
を
命
ぜ
ら
れ
、
そ
の
返
納
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過

(8)
し
な
い
者

４

二
の
１
の
受
講
申
込
書
は
、
岡
山
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
駐
車
対
策
係
の
窓
口
で
、

平
成
三
十
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
交
付
す
る
。
ま
た
、
郵
便
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
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返
信
を
希
望
す
る
者
の
住
所
、
氏
名
、
郵
便
番
号
等
の
宛
先
を
記
入
し
た
返
信
用
の
封
筒
（
長
形

三
号
で
八
十
二
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
も
の
）
一
枚
を
同
封
し
、
二
の
２
の
提
出
先
に
郵
便
等
に

よ
り
平
成
三
十
年
一
月
二
十
四
日
（
水
曜
日
）
必
着
で
請
求
す
る
こ
と
。

な
お
、
岡
山
県
警
察
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
k
e
n
k
e
i
/
k
e
n
k
e
i
.
h
t
m

５

二
の
１
の
受
講
申
込
書
の
提
出
の
際
、
受
講
す
る
者
の
住
所
、
氏
名
、
郵
便
番
号
等
の
宛
先
を

記
入
し
た
返
信
用
の
封
筒
（
長
形
三
号
で
八
十
二
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
も
の
）
一
枚
を
提
出
す

る
こ
と
。

６

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
駐
車
対
策
係

電
話
番
号

〇
八
六

二
三
四

〇
一
一
〇
（
内
線
五
一
四
一
）

－
－
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